
令和６年和泉市議会第４回定例会議案書(報告その他議案)目次

種別及び番号 件                             名 摘 要

議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市北部リージョンセンター） Ｐ． ２ 

議案第７２号 市道路線の認定について（井ノ口町１号線ほか３８路線） Ｐ． ４ 

議案第７３号 市道路線の廃止及び認定について（北信太駅歩１号線ほか１路線） Ｐ．４４ 

 



議案第 ７１ 号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者を指定することについて、次のとお

り議会の議決を求める。 

 

  令和 ６ 年１１月２９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 公の施設の位置及び名称             和泉市太町５５２番地 

                          和泉市北部リージョンセンター 

２ 指定する団体の所在地、名称及び代表者の氏名   埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号 

                          日本環境マネジメント株式会社 

                          代表取締役 片山 安茂 

３ 指定の期間                   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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議案第 ７１ 号参考資料 

 

   指定する団体の概要（令和６年１０月１日現在） 

 

１ 団体の種類   株式会社 

２ 設立年月日   昭和４９年１２月２５日 

３ 団体の目的   次の事業等を営むことを目的とする。 

（１）指定管理者事業に関する一切の業務 

          （２）ビル及び工場の清掃、維持及び管理 

          （３）綜合警備保障業務 

          （４）劇場、運動施設、託児所、スタジオ及び貸ホールの経営 

          （５）事務職、技術職等の人材派遣 

          （６）ファシリティ・マネジメント 

          （７）公園、緑地等の施設及び設備の運営管理及び清掃 

          （８）自動車駐車場及び自転車駐輪場管理の受諾並びに駐車場及び駐輪場の管理業 

          （９）イベントの企画運営 

          （１０）各種セミナーの開催 

          （１１）普通地方公共団体及び特別地方公共団体からの業務委託請負業 

（１２）前各号に附帯する一切の業務 

４ 役員数     ５人 
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議案第 ７２ 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により、次のとおり市道の路線を認定する。 

 

  令和 ６ 年１１月２９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な

経過地 

１ 井 ノ 口 町 １ 号 線 33.4 5.0～8.6 井ノ口町１２番６先 井ノ口町１２番３先  

２ 和 気 町 ３ ４ 号 線 23.2 6.0 和気町一丁目５７番１先 和気町一丁目５７番１３先  

３ 和 気 町 ３ ５ 号 線 57.0 4.9 和気町一丁目２９番３先 和気町一丁目２９番７先  

４ 和 気 町 ３ ６ 号 線 69.7 4.9 和気町四丁目１４０番１先 和気町四丁目１１１番７先  

５ 和 気 町 ３ ７ 号 線 61.6 4.9 和気町四丁目１２３番１３先 和気町四丁目１２３番１１先  

６ 小 田 町 ２ ３ 号 線 318.5 4.9～6.0 小田町三丁目３５９番１先 小田町三丁目３７９番３５先  

７ 小 田 町 ２ ４ 号 線 77.7 4.9 小田町三丁目３６７番２先 小田町三丁目３６７番７先  

８ 小 田 町 ２ ５ 号 線 75.2 5.0～6.0 小田町三丁目３７９番２３先 小田町三丁目３７９番３０先  

９ 小 田 町 ２ ６ 号 線 12.9 5.0 小田町三丁目３７９番２５先 小田町三丁目３７９番２５先  

１０ 小 田 町 歩 １ 号 線 13.5 1.5 小田町三丁目３７７番３先 小田町三丁目３７７番３先  

１１ 伯 太 町 ５ ４ 号 線 101.3 4.3～11.5 伯太町四丁目９５番１２先 伯太町四丁目９７１番１先  

１２ 伯 太 町 歩 １ 号 線 54.0 4.3～6.4 伯太町四丁目９７２番１先 伯太町四丁目１０３番９先  

１３ 東 阪 本 町 ８ 号 線 29.6 4.1 東阪本町２８１番７先 東阪本町２８１番９先  
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整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な

経過地 

１４ 東 阪 本 町 ９ 号 線 18.3 6.0 東阪本町２８１番１先 東阪本町２８１番２先  

１５ 池 田 下 町 ５ ６ 号 線 19.1 6.0 池田下町１６７２番２先 池田下町１６７２番３先  

１６ 池 田 下 町 ５ ７ 号 線 27.1 4.9 池田下町２８２０番２先 池田下町２８２０番４先  

１７ 万 町 １ ６ 号 線 67.3 4.9 万町４１番２先 万町４０番１９先  

１８ 下 宮 町 ２ 号 線 532.5 4.3～6.6 下宮町４５５番１先 下宮町１８６番１先  

１９ 下 宮 町 ３ 号 線 16.1 4.9～5.0 下宮町１０３番１先 下宮町１０３番１先  

２０ 内 田 町 ３ ４ 号 線 170.0 4.9～6.5 内田町三丁目１４３１番１先 内田町三丁目１５２７番２先  

２１ 内 田 町 ３ ５ 号 線 79.4 4.9 内田町三丁目１４３１番１１先 内田町三丁目１４３３番３０先  

２２ 唐 国 町 ２ ６ 号 線 183.2 6.0 唐国町二丁目３４８番４５先 唐国町二丁目３４８番１４先  

２３ 唐 国 町 ２ ７ 号 線 14.2 6.0 唐国町二丁目３４８番１３先 唐国町二丁目３４８番１２先  

２４ 唐 国 町 ２ ８ 号 線 35.0 6.0 唐国町二丁目３４８番２１先 唐国町二丁目３５７番６先  

２５ 唐 国 町 歩 １ 号 線 12.5 2.5～3.7 唐国町二丁目３４８番３１先 唐国町二丁目３４８番３１先  

２６ グリーンポリス１８号線 134.7 6.0～7.0 唐国町四丁目１３２１番４１７先 唐国町四丁目１３２１番４９３先  

２７ 箕 形 町 ２ ８ 号 線 44.9 4.9 箕形町一丁目１４７番３先 箕形町一丁目１４７番７先  

２８ 箕 形 町 ２ ９ 号 線 39.1 4.9 箕形町一丁目２５番１０先 箕形町一丁目２５番８先  

２９ 寺 田 町 ４ 号 線 64.8 6.6 寺田町二丁目３１番１先 寺田町二丁目３１番１先  

３０ 寺 田 町 ５ 号 線 65.7 6.5～8.0 寺田町二丁目５４番１先 寺田町二丁目４９先  

３１ 寺 田 町 ６ 号 線 53.4 4.9 寺田町三丁目１８１番８先 寺田町三丁目２３３番１先  

３２ 富 秋 町 １ ２ 号 線 26.7 4.9 富秋町二丁目１０８２番１先 富秋町二丁目１０８２番３先  

３３ 葛 の 葉 町 １ ９ 号 線 87.6 4.9 葛の葉町一丁目３２７番１７先 葛の葉町一丁目３２７番１１先  

３４ 葛 の 葉 町 ２ ０ 号 線 101.6 4.9～5.4 葛の葉町一丁目３２４番１３先 葛の葉町一丁目３２４番３先  

３５ 葛 の 葉 町 ２ １ 号 線 51.1 4.9～5.4 葛の葉町一丁目３２４番１７先 葛の葉町一丁目３２３番５先  

３６ 葛 の 葉 町 歩 １ 号 線 11.5 2.1 葛の葉町一丁目３２３番５先 葛の葉町一丁目３２３番５先  

３７ 太 町 ３ ０ 号 線 44.6 4.9 太町２５４番２先 太町２５５番７先  

３８ 上 町 １ ６ 号 線 137.9 4.9 上町７２４番１先 上町７１２番５先  

３９ の ぞ み 野 ３ ６ 号 線 22.2 4.9 のぞみ野三丁目９３５番９５先 のぞみ野三丁目９３５番９７先  
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （井ノ口町１号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

和泉市役所 

 

国府小学校 

 

国府幼稚園 

井ノ口町 

府中町四丁目 

府中町二丁目 

和気町三丁目 
和気町二丁目 
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Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１ 井ノ口町１号線 

 

議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （井ノ口町１号線） 

路線図 

①  

国府小学校 

 

国府幼稚園 

和泉市役所 

 

井ノ口町 

府中町四丁目 

和気町三丁目 

府中町二丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （和気町３４号線ほか３路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

和気小学校 

 

郷荘中学校 

 

和気町一丁目 

 

寺門町一丁目 

 

和気町一丁目 

 

和気町三丁目 

 

今福町二丁目 

 

寺門町二丁目 

 

総合医療センター 
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  議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （和気町３４号線ほか３路線） 

路線図 

Ｓ＝１：２５００ 

 

Ｎ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２ 和気町３４号線 

３ 和気町３５号線 

４ 和気町３６号線 

５ 和気町３７号線 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

和気小学校 

 

寺門町一丁目 

 

和気町一丁目 

 

和気町一丁目 

 

和気町三丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （小田町２３号線ほか４路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

小田町三丁目 小田町二丁目 

小田町 

すいせん保育園 

和気町一丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （小田町２３号線ほか４路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

６ 小田町２３号線 

７ 小田町２４号線 

８ 小田町２５号線 

９ 小田町２６号線 

１０ 小田町歩１号線 

 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 

小田町 

小田町三丁目 
小田町二丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （伯太町５４号線ほか１路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

伯太町四丁目 

 

丸笠団地 

 

伯太町四丁目 

 

伯太町五丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （伯太町５４号線ほか１路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１１ 伯太町５４号線 

１２ 伯太町歩１号線 

 

⑪ 

⑫ 

丸笠団地 

 

伯太町四丁目 

 

伯太町四丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （東阪本町８号線ほか１路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

東阪本町 

阪本町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （東阪本町８号線ほか１路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１３ 東阪本町８号線 

１４ 東阪本町９号線 

 

⑬ 

⑭ 

東阪本町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （池田下町５６号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

北池田小学校 

 

池田下町 

池田下町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （池田下町５６号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１５ 池田下町５６号線 

 

⑮ 

池田下町 

池田下町 

北池田小学校 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （池田下町５７号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

北池田小学校 

 

池田下町 

池田下町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （池田下町５７号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１６ 池田下町５７号線 

 

⑯ 

池田下町 

北池田小学校 

 

池田下町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （万町１６号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

万町 

浦田町 

いぶき野五丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （万町１６号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１７ 万町１６号線 

 

⑰ 

万町 
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Ｓ＝１：５０００ 

 

Ｎ 

議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （下宮町２号線ほか 1路線） 

位置図 

凡   例 

起点         終点 

 

関西トランスウェイ

スポーツスタジアム 

下宮町 

北田中町 

下宮町 

国分町 

横山小学校 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （下宮町２号線ほか１路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１８ 下宮町２号線 

１９ 下宮町３号線 

 

⑱ 

⑲ 

関西トランスウェイ

スポーツスタジアム 

下宮町 

下宮町 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （内田町３４号線ほか 1路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

内田町三丁目 

久保惣記念美術館 

唐
国
久
井
線 

あゆみ野三丁目 

あゆみ野一丁目 

緑ケ丘二丁目 

内田町四丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （内田町３４号線ほか１路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２０ 内田町３４号線 

２１ 内田町３５号線 

 

⑳ 

㉑ 

内田町三丁目 

久保惣記念美術館 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （唐国町２６号線ほか３路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

唐国町二丁目 

いぶき野五丁目 

石尾中学校 

のぞみ野二丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （唐国町２６号線ほか３路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２２ 唐国町２６号線 

２３ 唐国町２７号線 

２４ 唐国町２８号線 

２５ 唐国町歩１号線 

 

㉒ 
㉓ 

㉔ 

㉕ 

唐国町二丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （グリーンポリス１８号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

唐国町四丁目 

あゆみ野二丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （グリーンポリス１８号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２６ グリーンポリス１８号線 

 

㉖ 

唐国町四丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （箕形町２８号線ほか１路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

箕形町一丁目 

箕形町三丁目 

箕形町二丁目 

箕形町五丁目 

弥生町二丁目 
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  議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （箕形町２８号線ほか１路線） 

路線図 

Ｓ＝１：２５００ 

 

Ｎ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２７ 箕形町２８号線 

２８ 箕形町２９号線 

 

㉗ 

㉘ 

弥生町二丁目 

箕形町一丁目 

箕形町二丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （寺田町４号線ほか２路線） 

位置図 

Ｓ＝１：５０００ 

 

Ｎ 

凡   例 

起点         終点 

 

寺田町二丁目 

寺田町一丁目 
今福町一丁目 

弥生町二丁目 

箕形町一丁目 

寺田町三丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （寺田町４号線ほか２路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２９ 寺田町４号線 

３０ 寺田町５号線 

３１ 寺田町６号線 

 

㉙ 

㉚ 

㉛ 

寺田町二丁目 

寺田町三丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （富秋町１２号線） 

位置図 

Ｓ＝１：５０００ 

 

Ｎ 

凡   例 

起点         終点 

 

富秋中学校 

 
富秋町一丁目 

 王子町一丁目 

 

幸一丁目 

 

くすのき保育園 

 

尾井町一丁目 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （富秋町１２号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

整理番号 路線名 

３２ 富秋町１２号線 

 

凡   例 

起点         終点 

 

㉜ 

富秋中学校 

 

王子町一丁目 

 

富秋町一丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （葛の葉町１９号線ほか３路線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

富秋中学校 

 富秋町一丁目 

 
王子町一丁目 

 

尾井町一丁目 

 

葛の葉町一丁目 

 

葛の葉町二丁目 

 

富秋町二丁目 
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  議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （葛の葉町１９号線ほか３路線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

整理番号 路線名 

３３ 葛の葉町１９号線 

３４ 葛の葉町２０号線 

３５ 葛の葉町２１号線 

３６ 葛の葉町歩１号線 

 

凡   例 

起点         終点 

 

㉝ 

㉞ 

㉟ 

葛の葉町一丁目 

 

富秋町二丁目 

 

㊱ 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （太町３０号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

信太中学校 

 

信太小学校 

 

尾井町二丁目 

 

太町 

 

太町 

 

尾井町一丁目 

 
鶴山台一丁目 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （太町３０号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

３７ 太町３０号線 

 

㊲ 

太町 

 

尾井町二丁目 

 

太町 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （上町１６号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

太町 

 

上町 

 上町 

 

舞町 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （上町１６号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

３８ 上町１６号線 

 

㊳ 

上町 

 

上町 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （のぞみ野３６号線） 

位置図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

のぞみ野三丁目 

 

のぞみ野一丁目 

 

桃山学院大学 

 

はつが野二丁目 

 

のぞみ野二丁目 

 万町 

緑ケ丘一丁目 

 

の
ぞ
み
野
本
線 
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 議案第 ７２ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （のぞみ野３６号線） 

路線図 

 

Ｎ 

Ｓ＝１：２５００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

３９ のぞみ野３６号線 

 

㊴ 

のぞみ野三丁目 

 

のぞみ野一丁目 

 

の
ぞ
み
野
本
線 
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議案第 ７３ 号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び１０条の規定により、次のとおり市道の路線を廃止し、及び認定する。 

 

  令和 ６ 年１１月２９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１．廃止する路線 

整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な 

経過地 

１ 北信太駅歩１号線 72.5 2.0～3.0 太町６１番２９先 太町６１番２９先  

 

２．認定する路線 

整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な 

経過地 

２ 北信太駅歩２号線 69.2 2.6～6.3 葛の葉町二丁目７２番１１先 太町６１番６先  
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 議案第 ７３ 号参考資料 

 市道路線の廃止について 

（北信太駅歩１号線） 

位置図 

Ｎ 

 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１ 北信太駅歩 1号線 

 

JR 北信太駅 

太町 

 

尾井町一丁目 

 

葛の葉町一丁目 

 

葛の葉町二丁目 
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 議案第 ７３ 号参考資料 

 市道路線の廃止について 

（北信太駅歩１号線） 

路線図 

Ｎ 

 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１ 北信太駅歩 1号線 

 Ｓ＝１：２５００ 

JR 北信太駅 

葛の葉町二丁目 

 

太町 

 

尾井町一丁目 

 

①  
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 議案第 ７３ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

（北信太駅歩２号線） 

位置図 

Ｎ 

 

Ｓ＝１：５０００ 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２ 北信太駅歩２号線 

 

JR 北信太駅 

尾井町一丁目 

 

葛の葉町一丁目 

 

葛の葉町二丁目 

 

太町 
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 議案第 ７３ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

（北信太駅歩２号線） 

路線図 

Ｎ 

 

凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

２ 北信太駅歩２号線 

 Ｓ＝１：２５００ 

JR 北信太駅 

葛の葉町二丁目 

 

太町 

 

尾井町一丁目 

 

② 
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議案第 ７２ 号及び第 ７３ 号参考資料 

 

   道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋 

 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

３～５ 略 

 

 （路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合におい

ては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手

続に代えて、路線を変更することができる。 

３ 略 

 

49


